
大崎地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況について 

 地方公務員法第５８条の２及び大崎地域広域行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の規定に基づき，次のとおり公表いたします。 

 

 

（１）職員の任免 

  ①職員の採用状況（令和７年４月１日採用） 

区  分 男 性 女 性 合 計 

一般行政職 ２ ３ ５ 

消 防 職 ６ ０ ６ 

計 ８ ３ １１ 

 

②職員の退職状況（令和６年度） 

区  分 男 性 女 性 合 計 

定 年 退 職 ２ ０ ２ 

勧 奨 退 職 １ ０ １ 

そ の 他 １１ ２ １３ 

計 １４ ２ １６ 

 

（２）職員数 

  ①職員の定数の状況（令和７年４月１日現在）       （単位：人） 

区  分 条例定数 職員数 

管理者の事務部局の職員 １１９  ７９                                                                         

議会の事務局の職員   ２    ２ 

教育委員会の事務局の職員  １０   ８ 

消防の事務部局の職員 ３３８ ３２３ 

監査委員の事務局の職員   １   １ 

計 ４７０ ４１３ 

 

  ③部門別職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 
職員数（人） 対前年 

増減数 

主  な 

増減理由 令和７年 令和６年 

一 

般 

行 

政 

議 会   ２   ２   ０ 

新規採用 

退  職 

派  遣 

異  動 

再 任 用 

総 務  ２６  ２６  ０ 

衛 生  ４１  ４４  △３ 

消 防 ３２３ ３２５ △２ 

民 生  １３  １３  ０ 

計 ４０５ ４１０ △５ 

特別行政 教 育   ８   ８  ０ 

合  計 ４１３ ４１８ △５ 

※それぞれの場所に勤務している職員数となります。 

※派遣職員は総務に含まれます。 

※短時間勤務の再任用職員や会計年度任用職員は含みません。 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 



 

 

１ 総括 

（１）人件費の状況（令和６年度決算） 

歳出総額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 
人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和５度の 

人件費率 

9,237,153千円 179,582千円 3,130,202千円 33.9％ 27.9％ 

 

（２）職員給与費の状況（令和７年度当初予算） 

職員数 

Ａ(人) 

給   与   費 一人当り 

給 与 費 

Ｂ／Ａ 
給  料 職員手当 

期末・ 

勤勉手当 
計 Ｂ 

417 1,506,411千円 434,089千円 625,414千円 2,565,914千円 6,153千円 

                     ※職員手当には退職手当は含まれていません 

 

２ 職員の平均給与月額，初任給の状況 

（１）職員の平均給料月額，平均給与月額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

一般行政職 302,144円 373,409円 42歳 1月 

消 防 職 297,413円 417,967円 39歳 1月 

 

（２）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

一般行政職 

消 防 職 

上級職 220,000円 

初級職 188,000円 

  ※初任給（国と同額）は，卒業の年の４月１日採用を基準としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員の給与の状況 

 



３ 職員の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数（令和７年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 
合計 内訳 

職員数 構成比 職名 職員数 

１級 主事，技師 10人   11.1％ 

主事 

技師 

  ７人 

  ３人 

計  １０人 

２級 主事，技師 23人   25.6％ 

主事 

技師 

  ６人 

 １７人 

計 ２３人 

３級 係長，主査，技術主査 25人   27.8％ 

係長 

主査 

技術主査 

  ９人 

  ６人 

 １０人 

計  ２５人 

４級 主幹，技術主幹 12人   13.3％ 

主幹 

技術主幹 

  ３人 

  ９人 

計  １２人 

５級 
課長補佐，センター長，次長，生

涯学習専門員，副園長，主幹 
12人   13.3％ 

課長補佐 

センター長 

次長 

生涯学習専門員 

副園長 

主幹 

  ５人 

  ３人 

  １人 

  １人 

  １人 

  １人 

計  １２人 

６級 
課長，副参事，園長，事務局長，

教育次長 
7人    7.8％ 

課長 

副参事 

園長 

事務局長 

教育次長 

  ３人 

  １人 

  １人 

  １人 

 １人 

計   ７人 

７級 参事   1人    1.1％ 
参事   １人 

計   １人 

計   92人 100.0％   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）消防職の級別職員数（令和７年４月１日現在） 

区分 階級（職務内容） 
合計 内訳 

職員数 構成比 職名 職員数 

１級 消防士長，消防副士長，消防士  71人  22.0％ 
消防士 ７１人 

計 ７１人 

２級 
消防司令補，消防士長，消防副士長，再

任用主任，消防士 
 62人 19.2％ 

主任 

消防士 

５４人 

８人 

計 ６２人 

３級 
消防司令，消防司令補，消防士長（係長，

主査） 
 109人  33.8％ 

係長 

消防主査 

主査 

１０人 

１８人 

８１人 

計 １０９人 

４級 
消防司令長，消防司令（主幹，係長，主

査） 
 46人  14.2％ 

主幹 ４６人 

計  ４６人 

５級 
消防司令長（課長補佐，副署長，分署長，

出張所長，指揮隊長，主幹） 
 19人 5.9％ 

課長補佐 

分署長 

出張所長 

指揮隊長 

主幹 

５人 

４人 

１人 

３人 

６人 

計 １９人 

６級 消防司令長（課長，署長，副参事）  14人 4.3％ 

課長 

署長 

副参事 

４人 

４人 

６人 

計 １４人 

７級 
消防正監（消防長），消防監（消防次長，

参事） 
  2人 0.6％ 

消防長 

消防次長 

１人 

１人 

計   ２人 

計  323人 100.0％   

 

（３）昇給への勤務成績の反映状況 

  給与構造改革の導入により，昇給については，勤務成績の反映を一層きめ細かく行う目的で， 

  従来の昇給幅を４分割されたところです。この目的を達成するために１月１日から１２月３１ 

  日までの１年間における業績，勤務態度や能力などを評価（内申方式）し，その評価に基づき， 

  １月１日に実施する昇給の区分（０号俸から８号俸）を決定することとしています。 

 

４ 職員手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当（令和７年４月１日現在） 

 期末手当 勤勉手当 

 ６月期 １．２５月分  １．０５月分 

１２月期 １．２５月分  １．０５月分 

計 ２．５月分  ２．１月分 

  【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

   基準日（６月１日・１２月１日）以前の６か月以内の期間における勤務成績を総合的に 



  評価し，「特に優秀な職員」・「優秀な職員」・「良好な職員」・「良好でない職員」の区分に 

  応じて成績率を決定します。 

 

（２）寒冷地手当（令和７年４月１日現在） 

地域の区分 地  域  支給要件 手当額 

４級地 大崎市 

世帯主扶養有り 19,800円 

世帯主扶養無し 11,400円 

その他 8,200円 

  

 

（３）特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

手当の名称 主な支給対象職員 支給単価 

不快業務手当 一般廃棄物処理施設及び斎場に勤務する職員 月額 10,000円 

児童福祉業務手当 

大崎広域ほなみ園に勤務する指導員・保育士 月額 3,000円 

大崎広域ほなみ園に勤務する栄養士 月額 2,500円 

大崎広域ほなみ園に勤務する運転業務員等 月額 2,500円 

消 

 

防 

 

業 

 

務 

 

手 

 

当 

出 

 

動 

 

手 

 

当 

 

※

１ 

水

・

火

災 

機関員／普通 消防職員 
１回につき 

500円 

機関員／大型 消防職員 
１回につき 

800円 

救助隊員 消防職員 
１回につき 

600円 

その他の隊員 消防職員 
１回につき 

300円 

救

急

業

務 

機関員／普通 消防職員 
１回につき 

300円 

救急救命士 

※２ 
消防職員 

１回につき 

700円 

その他の隊員 消防職員 
１回につき 

200円 

潜水手当 潜水作業に従事した者 
１回につき 

3,000円 

小型船舶手当 船舶操作作業に従事した者 
１回につき 

1,500円 

特別勤務手当 

国又は他の地方公共団体から派遣された職員

でその勤務について給与上の考慮を必要とす

る場合 

１月につき

100,000円を超

えない範囲で管

理者が定める額 

    ※１ 管外出動は１回につき２００円を加算する。 

    ※２ 高度救命措置を行った場合に限る。 



（４）時間外勤務手当 

支給実績（令和６年度決算） 69,227千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 167,619円 

支給実績（令和５年度決算） 60,027千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 145,343円 

 

（５）地域手当（令和７年４月１日現在） 

支給対象地域 支給率 ※ 

東京都のうち 特別区 ２０％ 

宮城県のうち 多賀城市 ９％ 

宮城県のうち 仙台市 ７％ 

宮城県のうち 富谷市 ５％ 

宮城県のうち 名取市 利府町 ２％ 

   ※給料，管理職手当及び扶養手当の合計に支給率を乗じる。 

 

（６）その他の手当（令和７年４月１日現在） 

区分 内容及び支給単価 

扶 

養 

手 

当 

１ 配偶者 3,000円 

２ 父母等 一人につき  6,500円 

３ 子   一人につき 11,500円 

  ※扶養親族である子のうち，満 15歳に達する日以後最初の４月１日から 

   満 22歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

    一人につき 5,000円加算 

住 

居 

手 

当 

借家，借間に居住している職員 

 ア 月額 27,000円以下の家賃を支払っている職員 

   家賃－16,000円 

 イ 月額 27,000円を超える家賃を支払っている職員 

   11,000円＋（家賃－27,000円）／２ （限度額 28,000円） 

通 

勤 

手 

当 

１ 交通機関等の利用者 

  １か月に要する運賃等（最も経済的かつ合理的なもの）で 75,000円を限度 

  として支給 

２ 自動車等の利用者（片道 2km以上） 

  使用距離（片道）により，2,000円～31,600円 

管 

理 

職 

手 

当 

管理，監督の地位にある職員に対し，その勤務の特殊性に基づき支給 

 事務局長 消防長 会計管理者   53,000円 

 参事 消防次長          42,000円 

 課長 署長            39,000円 

 副参事              32,000円 

休 

日 

勤 

務 

手 

当 

休日において，正規の勤務時間に勤務することを命じられ勤務した職員に支給 

 

支給額＝勤務１時間あたりの給料額×支給割合（135/100）×勤務時間数 

 



夜 

間 

勤 

務 

手 

当 

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時までの間に勤務することを

命じられ勤務した職員に支給 

 

支給額＝勤務１時間あたりの給料額×支給割合（25/100）×勤務時間数 

 

 

 

（７）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区 分 
給料（月額） 

報酬（年額） 

 

 

 

期

末

手

当 

副 

管 

理 

者

⌒

常

勤 

 6月期 1.725月分 

 

12月期 1.725月分 

 

    計 3.45月分 

管 理 者 報酬 216,000円 

副管理者 報酬 150,000円 

副管理者(常勤) 給料 615,000円 

教 育 長 報酬 102,000円 

議  長 報酬 149,000円 

副 議 長 報酬 130,000円 

議  員 報酬 113,000円 

   ※副管理者（常勤）の給料額は，上に示す給料額からその額に１００分の１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 



 

 

（１）職員の勤務時間 

  ①管理者の事務部局，議会の事務局，教育委員会の事務局，監査委員の事務局の職員 

                          （②の施設勤務者は除く） 

 

 

 

 

  ②管理者の事務部局の職員のうち，東部クリーンセンター勤務の職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

③消防の事務部局の職員 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年次有給休暇（令和６年 1月 1日から令和６年 12月 31日） 

    年間 20日の年次有給休暇が付与され，20日を限度に翌年に繰り越すことができます。 

 

（３）病気休暇 

    職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しないことがやむを得ないと 

   認められる場合には，病気休暇を取得することができます。 

 

（４）特別休暇 

    選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しな 

   いことが相当である場合には，特別休暇を取得することができます。 

 

（５）介護休暇 

    職員が配偶者，父母，子，配偶者の父母等の負傷，疾病又は老齢により介護をするため， 

   勤務しないことが相当であると認められる場合には，連続する６月の期間内において介護 

   休暇を取得できます。介護休暇により勤務しない期間は無給となります。 

 

（６）組合休暇 

    職員が登録された職員団体等の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録さ 

   れた職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の 

区 分 始業時間 終業時間 休憩時間 

一般行政職等 8:30 17:15 12:00から 13:00 

適用職員 勤務区分 
始業時間 

休憩時間 
始業時間 終業時間 

任命権者が命じる職員 

日勤者 8:15 17:00 12:00から 13:00 

交代制勤務 11:00 
翌日の

4:00 

勤務時間の途中に９０分とし，

その時限は業務の実情に応じ

課長が定める 

区 分 始業時間 終業時間 休憩時間 

毎日勤務 8:30 17:15 12:00から 13:00 

交代制勤務 8:30 翌日の 8:30 

１当務２時間３０分 

仮眠のための休憩時間帯（午後 9 時から翌

日の午前 6時まで）に通算し６時間 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 



   業務と認められるものに従事する場合には，任命権者の許可を得て１年につき 30日（１ 

   日又は１時間の単位）を超えない範囲で組合休暇を取得できます。組合休暇により勤務し 

   ない期間は無給となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１）分限処分（令和６年度） 

    分限処分とは，職員が一定の事由により，その職責を十分に果たすことができない場合， 

   あるいは職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合に，本 

人の意に反して不利益な変動をもたらす処分です。 

    

 

（２）懲戒処分（令和６年度） 

    懲戒処分とは，職員の地方公務員法第２９条第１項各号に定める義務違反に対して，公 

   務における規律と秩序を維持するために，任命権者が職員の道義的責任を追及して制裁と 

して科す行政上の処分です。 

 

 

 

 

 

 

                    処分の種類 

処分事由 

降

給 

降

任 

休

職 

免

職 
合計 

勤務業績が良くない場合 地公法第 28条第１項第１号 0人 0人 0人 0人 0人 

心身の故障の場合 
地公法第 28条第１項第２号 

地公法第 28条第２項第１号 
0人 0人 3人 0人 0人 

職に必要な適格性を欠く

場合 
地公法第 28条第１項第３号 0人 0人 0人 0人 0人 

職制，定数の改廃，予算の

減少により廃職，過員を生

じた場合 

地公法第 28条第１項第４号 0人 0人 0人 0人 0人 

刑事事件に関し起訴され

た場合 
地公法第 28条第２項第２号 0人 0人 0人 0人 0人 

条例で定める事由による

場合 
地公法第 27条第２項 0人 0人 0人 0人 0人 

合    計  0人 0人 3人 0人 0人 

地公法第 28条第４項により失職した者 0人 0人 0人 0人 0人 

                    処分の種類 

処分事由 

戒

告 

減

給 

停

職 

免

職 

合

計 

法令に違反した場合 地公法第 29条第１項第１号 1人 0人 0人 0人 1人 

職務上の義務に違反し又

は職務を怠った場合 
地公法第 29条第１項第２号 0人 0人 0人 0人 0人 

全体の奉仕者たるにふさ

わしくない非行のあった

場合 

地公法第 29条第１項第３号 0人 0人 0人 0人 0人 

合    計  1人 0人 0人 0人 1人 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 



 

 

（１）服務制度の概要等 

    地方公務員法第 30条の服務の根本基準を基として，大崎地域広域行政事務組合服務 

   規則において「職員は，大崎圏域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し，地方公務員 

   法等の法令及び上司の職務上の命令に従い，誠実にして公正な職務の執行を図らなけれ 

   ばならない。職員は，その職務を行うに当たっては，常に創意工夫をめぐらして能率の 

   発揮及び増進に努めるとともに，組合行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に 

   献策するように心がけなければならない。」とされております。下表は，地方公務員法 

   で定められている義務や制限について示しています。 

服務の具体的な内容 法の規定 

服務の宣誓 法第 31条 

法令及び上司の命令に従う義務 法第 32条 

信用失墜行為の禁止 法第 33条 

秘密を守る義務 法第 34条 

職務に専念する義務 法第 35条 

政治的行為の制限 法第 36条 

争議行為等の禁止 法第 37条 

営利企業等の従事制限 法第 38条 

 

    ただし，研修を受ける場合や定期健康診断を受診する場合のほか，任命権者が定める 

   場合において，職務に専念する義務を免除されることがあります。 

 

 

 

（１）職員の研修状況（令和６年度） 

 

 

 

                                   

 

 

                        ※受講者数はのべ人数 

 

（２）職員の勤務成績の評定状況（令和６年度） 

評定基準日 評定の対象人数 

令和 6年 12月 1日 416人 

 

（３）職員の勤勉手当成績率判定の状況（令和６年度） 

評定基準日 評定の対象人数 

令和 6年 6月 1日 418人 

令和 6年 12月 1日 416人 

 

 

部  門 研修数 受講者数 

管理者の事務部局 

議会の事務局     の職員 

教育委員会の事務局 

２０ ３８ 

消防の事務部局の職員 ２８ ４５ 

５ 職員の服務の状況 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 



 

 

（１）職員の福祉（令和６年度） 

  ①健康診断実施状況 

 

  ②共済制度 

    共済制度とは，職員の掛金と使用者である地方公共団体等の負担金を財源として，職 

   員の生活の安定と福祉の向上を図るもので，地方職員共済組合等が各種給付事業や福祉 

   事業を行っています。 

 

  ③公務災害補償 

    地方公務員災害補償制度は，地方公務員が公務上の災害（負傷，疾病，障害又は死亡 

   をいう。）又は通勤災害によって生じた損害を補償するとともに，必要な福祉事業を行っ 

   ています。 

 

（２）職員の利益保護（令和５年度） 

    職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立等の利益の保護の状況 

① 勤務条件に関する措置の要求状況 

継続件数 措置要求件数 

０件 ０件 

 

  ②不利益処分に関する不服申立状況 

継続件数 措置要求件数 

０件 ０件 

   ※上記については公平委員会の事務を委託している宮城県人事委員会からの報告事項です。 

 

 

区  分 
管理者の 

事務部局 

議会の 

事務局 

教育委員会

の事務局 

監査委員の 

事務局 

消防の 

事務部局 

定期健康診断（人間ドック含む）  ７７人   ２人   １０人   １人 ３２１人 

胃がん検診   １人   １人   １人   ０人   ５人 

子宮がん検診  ２２人   ０人   ４人   ０人   ４人 

乳がん検診  １４人   ０人   ４人   ０人   ０人 

７ 職員の福祉及び利益保護の状況 

 


